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債務免除の実施及び完了に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成24年１月31日付で公表いたしました「事業再生ＡＤＲ手続の成立及び債務免除等

の金融支援に関するお知らせ」に記載のとおり、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別

措置法所定の特定認証紛争解決手続（以下、「事業再生ＡＤＲ手続」といいます。）が成立したこと

に伴い、事業再生ＡＤＲ手続において対象債権者たるお取引先金融機関の同意を得て成立した事業

再生計画に基づき、お取引先３金融機関からの18億68百万円の債務免除が完了いたしましたので

お知らせいたします。 

また、事業再生ＡＤＲ手続外において、大口商取引債権者２社からの、対象債権者たるお取引先

金融機関と同等の内容の８億94百万円の債務免除が完了いたしました。なお、上記大口商取引債権

者のうち１社は、偶発債務の債務免除となるため、債務免除の総額には含めておりません。 

お取引先３金融機関及び大口商取引債権者のうち１社からの債務免除により平成 24 年７月期第

３四半期の連結及び個別決算において債務免除益21億92百万円を特別利益に計上する見込みであ

ります。当該特別利益の計上につきましては、平成24年１月31日付で公表いたしました「特別利

益の計上及び業績予想に関するお知らせ」に記載のとおり、すでに平成24年７月期の業績予想に織

り込み済ですので、業績予想に変更はございません。 

今後は当社グループが最も得意とする不動産（住宅）分譲市場において短期間での資金回収が見

込めるタウンハウス事業、中古マンションリニューアル分譲事業を主力事業として経営資源を集中

してまいります。創業以来培ってきた独自の情報ネットワークを活かしたフィービジネスを積極的

に行うことにより利益を確保する予定であり、平成24年７月期末時点では債務超過を解消すること

ができる見込みであります。 
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